
第 章
都市景観アドバイザー制度
について

福岡市都市景観アドバイザーに意見聴取する

対象施設の考え方
第1節

Ⅰ類 公共性が高く地域の中核となる施設（駅、地域交流センター等）

Ⅱ類 アイストップとなる立地や超高層建築物など地域のランドマークとなる施設

Ⅲ類 数次に亘る継続的開発行為等（住宅団地・大規模商業・業務施設等）

Ⅳ類 周辺地域の既存の景観的要素と著しく異なる、又は著しく阻害するおそれがある計画

Ⅴ類 歴史・伝統地区の歴史的景観を保全・形成するために、特に配慮が必要となる計画



アドバイザー会議に向けた流れ第2節




